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自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 

自己株式の買付けに関するお知らせ 

（会社法第 459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け） 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づき、自

己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得を行なう理由 

株式価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするためで

あります。 

 

２．取得の方法 

本日（平成 31年２月４日）の終値 1,130円で、平成 31年２月５日午前８時 45分の東京証券取引所

の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行ないます。（その他の取引制度や取

引時間への変更は行ないません。） 

当該買付注文は、当該取引時間限りの注文とします。 

 

３．取得の内容 

（１）取得する株式の種類 当社普通株式 

（２）取得する株式の総数 230,000株（上限） 

 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.74％） 

（３）株式の取得価額の総額 280,000,000円（上限） 

（４）取得結果の公表 平成 31 年２月５日午前８時 45 分の取引終了後に取得結果を

公表します。 

 



 

(注)１．当該株数の変更は行ないません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行なわれない可能性があります。 

２．取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行ないます。 

３．当社は、金融機関及び主要株主である越智八千代氏より、それぞれが所有する当社普通株式の一部を売却する意向を有 

している旨の連絡を受けております。 

 

（ご参考）平成 30年 12月 31日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 13,221,116株 

自己株式数 389,854株 

(注) 自己株式数には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、信託が所有する当社株式 116,100株を含めております。 

 

以上 


